
障害福祉サービス基盤の整備と
住まいの確保

施策 １ 施策 ２ 施策 ３

施策 ４ 施策 ５ 保健・医療体制の充実施策 ６

課題 障害者の重度化・高齢化、「親亡き後」を見据えた支援

新 規

新 規

新 規

新 規

新 規

新 規

新 規

計画期間に進める施策の展開（案） （第３章）

相談支援体制の強化 就労支援の充実

障害児の健やかな成長を支援
安心して暮らせる共生社会の実現と
社会参加の促進

課題 住まいの確保と地域生活をサポートできる体制づくり

課題 障害者（児）福祉サービス事業所の人材確保・人材育成

・石神井町福祉園用地を活用した重度障害者グループホームの整
備（「多機能拠点整備型」の地域生活支援拠点）（AP）

・区立福祉作業所で「生活介護」事業の開始（AP）
・高齢期を迎えた障害者が、身近な地域で利用できるホームヘル
プ、ショートステイ等の「共生型サービス」の充実

課題 重度障害者の日中活動の場の整備、家族負担の軽減

・旧高野台運動場用地を活用した、民設民営による福祉園の整備
（AP）

・区内の医療機関を活用した、医療的ケアに対応したショートス
テイの整備（AP）

・居住支援法人と連携した住宅確保要配慮者への入居支援
・「自立生活援助」事業所の拡充と利用促進

・（仮称）福祉人材育成・研修センターの創設
・資格取得時の助成対象の拡充
・コンサルタントの派遣等、人材確保支援事業の実施

課題 相談件数の増加への対応や障害特性に応じた相談支援の充実

・民間「計画相談支援」事業所の拡充
・基幹相談支援センターによる相談支援専門員の対応力向上の
ための支援の強化

課題 障害者の高齢化、障害特性に応じたきめ細やかな対応

・介護保険分野のケアマネジャーとの連携強化、研修の充実
・地域精神保健相談員による訪問支援の充実（AP）
・スーパーバイザー（臨床心理士等）を活用した、成人期の発
達障害者支援 新 規

課題 関係機関と連携した複合的な生活課題のある世帯への支援

・総合福祉事務所に配置したコーディネーターによる支援調整
の充実

・専門機関・関係団体等との連携強化による課題解決のため、
調整困難ケースへの対応事例合同研修会を開催

課題 障害特性に応じた多様な働き方の創出

・就労支援機関による、短時間就労などの職場開拓（AP）
・特例子会社と連携した雇用セミナーの開催
・レインボーワークによる就労支援機関ネットワークの強化

課題 安定した就労継続のための支援

・「就労定着支援」事業の充実（AP）
・レインボーワークによる新規就職者への初期集中支援事業
の実施

課題 福祉作業所の経営力・商品開発力の強化、工賃向上

・経営コンサルタント派遣事業の実施

課題 農を活かした働く場の確保

・収穫や加工、販売の拡充（AP）
・福祉連携農園の実施（AP）

課題 重度障害児への支援

・重症心身障害児を対象とする「放課後等デイサービス」事業所
の拡充（AP）

・「居宅訪問型児童発達支援」事業の充実（AP）

課題 教育と福祉の連携による適切な支援の提供

・障害児の状況や発達段階に応じた専門的サポートを充実する
ため、教育機関と障害児支援機関による協議の場を設置

課題 障害児と暮らす家族への支援

・こども発達支援センターで、障害児の一時預かり支援事業を
実施

・障害のある兄弟姉妹をもつ子ども同士の交流の場を創設
・相談や交流、理解啓発などを行う、発達障害者（児）家族
支援事業の実施

課題 権利擁護の一層の推進

・障害者差別に関するリーフレットの作成、出張講座の拡充
・地域団体や事業者と協働した啓発事業の実施

課題 バリアフリー化やユニバーサルデザインの促進

・バリアフリー改修の促進
・ユニバーサルデザイン体験教室の拡充

課題 障害状況に応じた情報提供やコミュニケーション支援の充実

・SNS等を活用した地域イベント情報の発信
・タブレット等を活用した遠隔手話通訳の実施
・コミュニケーションに支障のある方への支援の充実

課題 社会参加促進のための人材育成と場の拡充

・「つながるカレッジねりま」等の人材を活用した地域福祉活動
の推進

・身近な場所でのスポーツ教室の実施、区内の大学や文化施設と
連携した文化・芸術活動の振興

課題 精神科病院長期入院患者の地域移行の促進

・関係機関と連携した退院後支援の強化
・生活支援センターにおける地域移行支援の充実
・「自立生活援助」事業所の拡充と利用促進（再掲）

課題 地域生活を支える医療と福祉の連携

・受け入れ可能な医療機関の確保と情報提供の充実
・医療関係者向け研修の実施
・区内の医療機関を活用した、医療的ケアに対応した
ショートステイの整備（AP） （再掲）

課題 新型コロナウイルス等の感染症への対応（調整中）

・流行状況に合わせた重点的・機動的な対応の実施
（利用者支援、事業者・従事者支援の実施）

・感染予防物資の備蓄や職員の相互派遣体制の継続など

● 練馬区障害者計画懇談会意見書および練馬区障害者地域自立支援協議会からの意見、障害者団体等への意見聴取内容等をもとに、各施策（案）を作成
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新 規

新 規

新 規

新 規

新 規

新 規

新 規
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